
 

 

瀬戸市職員の退職年金等に関する条例の臨時特例の一部を改正する条例

及び瀬戸市職員の退職年金等に関する条例の臨時特例等の一部を改正する

条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和７年１０月１日 

瀬戸市長 川 本 雅 之 

瀬戸市条例第２９号 

瀬戸市職員の退職年金等に関する条例の臨時特例の一部を改正する

条例及び瀬戸市職員の退職年金等に関する条例の臨時特例等の一部

を改正する条例の一部を改正する条例 

 （瀬戸市職員の退職年金等に関する条例の臨時特例の一部を改正する条

例の一部改正） 

第１条 瀬戸市職員の退職年金等に関する条例の臨時特例の一部を改正す

る条例（昭和４２年瀬戸市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

１及び２ ＜省略＞ １及び２ ＜省略＞ 

（低額年金の年額についての特例） （低額年金の年額についての特例） 

３ 退職年金又は遺族年金で、次の表の左欄の区

分のいずれかに該当するものの令和７年４月分

以降の年額がそれぞれ同表の左欄の区分に対応

する同表の右欄に定める額に満たないときは、

当該右欄に定める額をもってその年額とする。 

３ 退職年金又は遺族年金で、次の表の左欄の区

分のいずれかに該当するものの令和６年４月分

以降の年額がそれぞれ同表の左欄の区分に対応

する同表の右欄に定める額に満たないときは、

当該右欄に定める額をもってその年額とする。 

退職年金又は遺族年金 金額 

６５歳以上の者に給す

る退職年金 

円 

１，１８５，９００ 
 

退職年金又は遺族年金 金額 

６５歳以上の者に給す

る退職年金 

円 

１，１６３，３００ 
 

  



 

 

６５歳未満の者に給す

る退職年金 
８８９，４００ 

遺族年金 ８２９，２００ 

４ 令和７年３月３１日以前に給与事由の生じた

前項に規定する退職年金又は遺族年金の同月分

までの年額については、なお従前の例による。 

６５歳未満の者に給す

る退職年金 
８７２，４００ 

遺族年金 ８１３，４００ 

４ 令和６年３月３１日以前に給与事由の生じた

前項に規定する退職年金又は遺族年金の同月分

までの年額については、なお従前の例による。 

５ ＜省略＞ ５ ＜省略＞ 
  

 （瀬戸市職員の退職年金等に関する条例の臨時特例等の一部を改正する

条例の一部改正） 

第２条 瀬戸市職員の退職年金等に関する条例の臨時特例等の一部を改正

する条例（昭和５１年瀬戸市条例第３７号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（遺族年金の年額に係る加算の特例） （遺族年金の年額に係る加算の特例） 

第３条 遺族年金を受ける者が妻であって、その

妻が次の各号のいずれかに該当する場合には、

その年額に、当該各号に掲げる額を加えるもの

とする。 

第３条 遺族年金を受ける者が妻であって、その

妻が次の各号のいずれかに該当する場合には、

その年額に、当該各号に掲げる額を加えるもの

とする。 

⑴ 扶養遺族（当該妻により生計を維持し、又

は当該妻と生計を共にする瀬戸市職員の退職

年金等に関する条例（昭和３０年瀬戸市条例

第１４号）第８条第１項に規定する遺族で、

遺族年金の支給を受けるべき要件を備えたも

のをいう。）である子が２人以上ある場合   

２７万９，１００円 

⑴ 扶養遺族（当該妻により生計を維持し、又

は当該妻と生計を共にする瀬戸市職員の退職

年金等に関する条例（昭和３０年瀬戸市条例

第１４号）第８条第１項に規定する遺族で、

遺族年金の支給を受けるべき要件を備えたも

のをいう。）である子が２人以上ある場合    

２７万３，９００円 

⑵ 扶養遺族である子（前号に規定する子に限

る。）が１人ある場合 １５万９，４００円 

⑵ 扶養遺族である子（前号に規定する子に限

る。）が１人ある場合 １５万６，４００円 



 

 

⑶ ６０歳以上である場合（前２号に該当する

場合を除く。） １５万９，０００円 

⑶ ６０歳以上である場合（前２号に該当する

場合を除く。） １５万６，０００円 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 
  

附 則 

 （施行期日等） 

第１条 この条例は、公布の日から施行し、第１条の規定による改正後の

瀬戸市職員の退職年金等に関する条例の臨時特例の一部を改正する条例

（以下「改正後の条例第７号」という。）及び第２条の規定による改正

後の瀬戸市職員の退職年金等に関する条例の臨時特例等の一部を改正す

る条例（以下「改正後の条例第３７号」という。）の規定は、令和７年

４月１日から適用する。 

（多額所得による退職年金停止についての経過措置） 

第２条 令和７年４月分から同年６月分までの退職年金に関する瀬戸市職

員の退職年金等に関する条例の臨時特例（昭和２４年瀬戸市条例第１１

号）第３条の規定の適用については、附則第４条の規定による改定を行

わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金

の年額とする。 

 （遺族年金の年額に係る加算についての経過措置） 

第３条 改正後の条例第３７号附則第３条第１項の規定は、令和７年４月

１日前に支給すべき事由の生じた遺族年金で令和７年４月分以後に支給

すべきものについて適用し、令和７年３月分以前に支給すべき遺族年金

については、なお従前の例による。 

（退職年金及び遺族年金の年額の改定） 

第４条 職員に給する退職年金又はその者の遺族に給する遺族年金につい

ては、令和７年４月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基



 

 

礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を

退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。 

（職権改定） 

第５条 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市

長が受給者の請求を待たずに行う。 

（内払） 

第６条 改正後の条例第７号及び改正後の条例第３７号の規定を適用する

場合においては、第１条の規定による改正前の瀬戸市職員の退職年金等

に関する条例の臨時特例の一部を改正する条例又は第２条の規定による

改正前の瀬戸市職員の退職年金等に関する条例の臨時特例等の一部を改

正する条例の規定に基づいて支給された退職年金又は遺族年金は、それ

ぞれ改正後の条例第７号又は改正後の条例第３７号の規定による退職年

金又は遺族年金の内払とみなす。 

附則別表（附則第４条関係） 

退職年金又は遺族年金の年額の計算

の基礎となっている給料年額 

仮定給料年額 

円 

１，１４７，０００ 

円 

１，２００，９００ 

１，１９７，８００  １，２５４，１００ 

１，２５０，０００  １，３０８，８００ 

１，３０１，７００  １，３６２，９００ 

１，３５４，６００  １，４１８，３００ 

１，３８７，４００  １，４５２，６００ 

１，４２０，３００  １，４８７，１００ 



 

 

１，４５７，６００  １，５２６，１００ 

１，５１０，８００  １，５８１，８００ 

１，５５６，６００  １，６２９，８００ 

１，５９９，４００  １，６７４，６００ 

１，６５１，０００  １，７２８，６００ 

１，７０３，１００  １，７８３，１００ 

１，７５９，８００  １，８４２，５００ 

１，８１７，２００  １，９０２，６００ 

１，８８８，７００  １，９７７，５００ 

１，９３３，９００  ２，０２４，８００ 

１，９９２，０００  ２，０８５，６００ 

２，０４８，７００  ２，１４５，０００ 

２，１６１，０００  ２，２６２，６００ 

２，１９１，２００  ２，２９４，２００ 

２，２７７，８００  ２，３８４，９００ 

２，３９２，８００  ２，５０５，３００ 

２，５２０，０００  ２，６３８，４００ 

２，５８４，９００  ２，７０６，４００ 

２，６４６，８００  ２，７７１，２００ 

２，７３５，２００  ２，８６３，８００ 

２，７８７，３００  ２，９１８，３００ 

２，９３８，０００  ３，０７６，１００ 

３，０１２，９００  ３，１５４，５００ 

３，０９０，９００  ３，２３６，２００ 



 

 

３，２４１，４００  ３，３９３，７００ 

３，３９３，０００  ３，５５２，５００ 

３，４３２，６００  ３，５９３，９００ 

３，５５７，９００  ３，７２５，１００ 

３，７３５，７００  ３，９１１，３００ 

３，９１１，９００  ４，０９５，８００ 

４，０２０，６００  ４，２０９，６００ 

４，１２６，７００  ４，３２０，７００ 

４，３４２，０００  ４，５４６，１００ 

４，５５２，８００  ４，７６６，８００ 

４，５９４，２００  ４，８１０，１００ 

４，７５８，０００  ４，９８１，６００ 

４，９６４，６００  ５，１９７，９００ 

５，１７０，１００  ５，４１３，１００ 

５，３７４，２００  ５，６２６，８００ 

５，５０３，１００  ５，７６１，７００ 

５，６４０，４００  ５，９０５，５００ 

５，９０４，９００  ６，１８２，４００ 

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が

１，１４７，０００円未満の場合においては、その年額に１．０４７

を乗じて得た額（５０円未満の端数があるときはこれを切り捨て、５

０円以上１００円未満の端数があるときはこれを１００円に切り上げ

る。）を、５,９０４,９００円を超える場合においてはその年額を仮

定給料年額とする。 

 


